
気温が低くなり、暖房器具を使う機会

が増えてきました。

昨年は神埼警察署管内では、火災の通

報が多くあり、建物火災や林野火災等が

連続して起きています。

燃えやすい物が火元近

くにないか、火が完全に

消えたかの確認をしっか

り行ってくだい。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
旧年は様々な方にお世話になり、誠にありが

とうございました。
本年も皆さんの安心安全と平和を守るため、

頑張りますのでよろしくお願いします。

佐賀県内の110番は、佐賀県警察本部通信指令課につながります。

通信指令課では、110番を受けると、別の係員が現場を受け持つ警

察署や近くのパトカーに指令して、現場へ警察官を急行させます。

110番通報をすると

「110番警察です。事件ですか？事故ですか？」

と警察官が対応します。

110番通報では、

● 何がありましたか？ ● どこでありましたか？

● いつありましたか？ ● 犯人はどんな人ですか？

等の質問を警察官がひとつずつ順番に聞いていきますので、

落ち着いて、はっきり質問に答えて下さい。

場所が分からない場合は、目印になるお店や建物、交差点の名前を教えて下さい。

目印の建物等がない場合は、近くの電信柱の管理番号からも場所を特定することが

できます。

～緊急時以外の相談等は ＃９１１０ ～

110番は、事件事故等の緊急専用ダイヤルです。

悩み事や心配事、要望や相談は、＃９１１０や神埼警察署等に電話をして下さい。

～マナーを守って正しい狩猟～
例年、狩猟期間中に猟銃等による事故

や違反が多発していますので、ハンター

の皆さんは、ルールとマナーを守って正

しい狩猟を行うよう心がけ、事故の未然

防止に努めてください。

※レジャー等で山に入る方へ
狩猟期間中、レジャー等で山に入る方

は、明るく目立つ色の服を着たり、銃声

がする方には近づかない等、注意をして

下さい。
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